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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記変化判定部による判定結果に応じて前記撮影部により撮影されたフレーム画像の取
り込みを制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではない
と判定された場合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像まで
の一連のフレーム画像を破棄し、その後に前記変化判定部により前記動態の変化が予め定
められた範囲内であると判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像から取
り込みを行う放射線撮影システム。
【請求項２】
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記変化判定部による判定結果に応じて前記撮影部により撮影されたフレーム画像の取
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り込みを制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではない
と判定された場合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像を破
棄し、前記破棄されたフレーム画像の後に撮影されたフレーム画像であって、前記破棄さ
れたフレーム画像に対応する前記位相と同位相の、前記動態の変化が予め定められた範囲
内であると判定されたときのフレーム画像を、前記破棄されたフレーム画像の直前のフレ
ーム画像に自動的に連結する放射線撮影システム。
【請求項３】
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記複数のフレーム画像のうち連結するフレーム画像を指示するための連結指示情報を
入力する操作部と、
　前記変化判定部による判定結果に応じて前記撮影部により撮影されたフレーム画像の取
り込みを制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではない
と判定された場合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像を破
棄し、前記操作部から入力された連結指示情報に基づいて、前記破棄されたフレーム画像
以外のフレーム画像を連結する放射線撮影システム。
【請求項４】
　前記変化判定部は、前記検出部で生成される検出情報に基づいて、前記動態の位相変化
が予め定められた範囲内であるか否かを判定する請求項１～３のいずれか一項に記載の放
射線撮影システム。
【請求項５】
　撮影により取得すべき動態の位相幅及び前記撮影部により撮影済みの動態の位相幅を同
時に表示する表示部を備える請求項２～４のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
【請求項６】
　撮影により取得すべき動態の全位相のフレーム画像が揃っていない場合に、撮影者に対
して撮影継続を誘導する情報を出力する出力部を備える請求項２～４のいずれか一項に記
載の放射線撮影システム。
【請求項７】
　撮影により取得すべき動態の全位相幅が揃っていない場合に、次工程への移行操作が不
可である旨を通知する情報を出力する出力部を備える請求項２～４のいずれか一項に記載
の放射線撮影システム。
【請求項８】
　撮影により取得すべき動態の全位相幅が揃った場合に、その旨を報知する情報を出力す
る出力部を備える請求項２～４のいずれか一項に記載の放射線撮影システム。
【請求項９】
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記複数のフレーム画像のうち連結するフレーム画像を指示するための連結指示情報を
入力する操作部と、
　前記操作部から入力された連結指示情報に基づいて、前記指示されたフレーム画像を連
結する制御部と、
　を備える放射線撮影システム。
【請求項１０】
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
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　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記複数のフレーム画像のうち連結するフレーム画像を指示するための連結指示情報を
入力する操作部と、
　前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではないと判定された場
合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像を破棄し、前記操作
部から入力された連結指示情報に基づいて、前記破棄されたフレーム画像以外の前記指示
されたフレーム画像を連結する制御部と、
　を備える放射線撮影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線撮影システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のフィルム／スクリーンや輝尽性蛍光体プレートを用いた被写体の放射線による静
止画撮影及び診断に対し、ＦＰＤ（flat panel detector）等の半導体イメージセンサー
を利用して被写体の動態画像を撮影し、診断に応用する試みがなされるようになってきて
いる。具体的には、半導体イメージセンサーの画像データの読取・消去の応答性の速さを
利用し、半導体イメージセンサーの読取・消去のタイミングと合わせて放射源からパルス
状の放射線を連続照射し、１秒間に複数回の撮影を行って、被写体の動態を撮影する。撮
影により取得された一連の複数枚のフレーム画像を順次表示することにより、医師は被写
体の動態を観察することが可能となる。
【０００３】
　被写体の動態を撮影する際には、診断や動態解析に必要なサイクル数分の時間、動態撮
影を行う必要がある。そこで、従来、適切に撮影開始タイミングや撮影終了タイミングを
決定するための各種技術が提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、被写体の所定部位の周期的な変化を検出し、検出結果に基づ
いて、推奨撮影開始タイミングを特定し、推奨撮影開始タイミングに近づくに従って多段
階で撮影者に報知を行う技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１３／０５８０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、一般的な放射線撮影と同様に、動態撮影においても被写体の被曝線量の低減
が求められる。一方で、撮影中に、周期性を持つ被写体の動態が乱れる動き、例えば、胸
部であれば呼吸の乱れ等が生じた場合、それまでに撮影された画像は診断や解析に適さな
い場合がある。
【０００７】
　特許文献１を始めとする従来技術では、推奨される撮影開始タイミングや撮影終了タイ
ミングを撮影者に報知することはできるが、撮影中に呼吸の乱れ等により被写体の動態が
乱れた場合の対処はできず、撮影した一連の画像データを全て破棄して再度撮影を行う必
要があり、被写体の被曝線量が増加する場合があった。
【０００８】
　本発明の課題は、動態撮影中に被写体の動態が乱れた場合等における被写体の被曝線量
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増加を抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の放射線撮影システムは、
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記変化判定部による判定結果に応じて前記撮影部により撮影されたフレーム画像の取
り込みを制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではない
と判定された場合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像まで
の一連のフレーム画像を破棄し、その後に前記変化判定部により前記動態の変化が予め定
められた範囲内であると判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像から取
り込みを行う。　
【００１０】
　請求項２に記載の発明の放射線撮影システムは、
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記変化判定部による判定結果に応じて前記撮影部により撮影されたフレーム画像の取
り込みを制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではない
と判定された場合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像を破
棄し、前記破棄されたフレーム画像の後に撮影されたフレーム画像であって、前記破棄さ
れたフレーム画像に対応する前記位相と同位相の、前記動態の変化が予め定められた範囲
内であると判定されたときのフレーム画像を、前記破棄されたフレーム画像の直前のフレ
ーム画像に自動的に連結する。
【００１１】
　請求項３に記載の発明の放射線撮影システムは、
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記複数のフレーム画像のうち連結するフレーム画像を指示するための連結指示情報を
入力する操作部と、
　前記変化判定部による判定結果に応じて前記撮影部により撮影されたフレーム画像の取
り込みを制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではない
と判定された場合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像を破
棄し、前記操作部から入力された連結指示情報に基づいて、前記破棄されたフレーム画像
以外のフレーム画像を連結する。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の発明において、
　前記変化判定部は、前記検出部で生成される検出情報に基づいて、前記動態の位相変化
が予め定められた範囲内であるか否かを判定する。
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【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項２～４のいずれか一項に記載の発明において、
　撮影により取得すべき動態の位相幅及び前記撮影部により撮影済みの動態の位相幅を同
時に表示する表示部を備える。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項２～４のいずれか一項に記載の発明において、
　撮影により取得すべき動態の全位相のフレーム画像が揃っていない場合に、撮影者に対
して撮影継続を誘導する情報を出力する出力部を備える。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項２～４のいずれか一項に記載の発明において、
　撮影により取得すべき動態の全位相幅が揃っていない場合に、次工程への移行操作が不
可である旨を通知する情報を出力する出力部を備える。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項２～４のいずれか一項に記載の発明において、
　撮影により取得すべき動態の全位相幅が揃った場合に、その旨を報知する情報を出力す
る出力部を備える。
　請求項９に記載の発明の放射線撮影システムは、
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記複数のフレーム画像のうち連結するフレーム画像を指示するための連結指示情報を
入力する操作部と、
　前記操作部から入力された連結指示情報に基づいて、前記指示されたフレーム画像を連
結する制御部と、
　を備える。
　請求項１０に記載の放射線撮影システムは、
　放射線を照射して被写体の動態を示す複数のフレーム画像を撮影する撮影部と、
　撮影中の前記被写体の動態を検出し、その検出情報を生成する検出部と、
　前記検出部で生成される検出情報に基づいて、撮影中の前記動態の変化が予め定められ
た範囲内であるか否かを判定する変化判定部と、
　前記複数のフレーム画像のうち連結するフレーム画像を指示するための連結指示情報を
入力する操作部と、
　前記変化判定部により前記動態の変化が予め定められた範囲内ではないと判定された場
合に、その判定されたときの前記動態の位相に対応するフレーム画像を破棄し、前記操作
部から入力された連結指示情報に基づいて、前記破棄されたフレーム画像以外の前記指示
されたフレーム画像を連結する制御部と、
　を備える。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、動態撮影中に被写体の動態が乱れた場合等における被写体の被曝線量
増加を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態における放射線撮影システムの全体構成を示す図である。
【図２】第１及び第２の実施形態における放射線撮影システムの機能的構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】縦軸を動態画像における肺野面積（又は信号値）、横軸を経過時間ｔとしてプロ
ットしたグラフ（波形）である。
【図４】変化判定部における判定アルゴリズムを模式的に示す図である。
【図５】第１の実施形態における制御部の画像取り込み制御の一例を示す図である。
【図６】第２の実施形態における制御部の画像取り込み制御の一例を示す図である。
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【図７】第３の実施形態における放射線撮影システムの機能的構成を示すブロック図であ
る。
【図８】撮影により取得すべき動態の位相幅（リファレンス）及びフレーム画像を取得済
み（撮影済み）の動態の位相幅を同時に表示した画面の一例を示す図である。
【図９】連結指示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。ただし、発明の範囲は、図
示例に限定されない。
【００２２】
＜第１の実施形態＞
〔放射線撮影システム１００の構成 〕
　まず、構成を説明する。
　図１に、本実施形態における放射線撮影システム１００の全体構成を示す。図２に、本
実施形態における放射線撮影システム１００の機能的構成を示す。
　図１に示すように、放射線撮影システム１００は、撮影装置１と、撮影用コンソール２
とが通信ケーブル等により接続され、撮影用コンソール２と、診断用コンソール３とがＬ
ＡＮ（Local Area Network）等の通信ネットワークＮＴを介して接続されて構成されてい
る。放射線撮影システム１００を構成する各装置は、ＤＩＣＯＭ（Digital Image and Co
mmunications in Medicine）規格に準じており、各装置間の通信は、ＤＩＣＯＭに則って
行われる。
【００２３】
〔撮影装置１の構成〕
　撮影装置１は、画像取得部１１０（撮影部）として機能するもので、例えば、呼吸運動
に伴う肺の膨張及び収縮の形態変化、心臓の拍動等の、周期性（サイクル）を持つ被写体
Ｍの動態を撮影し、被写体Ｍの動態を示す動態画像を取得する。動態撮影は、被写体Ｍに
対し、Ｘ線等の放射線を連続照射して複数の画像を取得（即ち、連続撮影）することによ
り行う。この連続撮影により得られた一連の画像を動態画像と呼ぶ。また、動態画像を構
成する複数の画像のそれぞれをフレーム画像と呼ぶ。被写体Ｍは、特に限定されないが、
本実施形態では被写体Ｍが胸部である場合を例にとり説明する。
　撮影装置１は、図１に示すように、放射線源１１、放射線照射制御装置１２、放射線検
出部１３、読取制御装置１４等を備えて構成されている。
【００２４】
　放射線源１１は、被写体Ｍを挟んで放射線検出部１３と対向する位置に配置され、放射
線照射制御装置１２の制御に従って、被写体Ｍに対し放射線（Ｘ線）を照射する。
　放射線照射制御装置１２は、撮影用コンソール２に接続されており、撮影用コンソール
２から入力された放射線照射条件に基づいて放射線源１１を制御して放射線撮影を行う。
撮影用コンソール２から入力される放射線照射条件は、例えば、連続照射時のパルスレー
ト、パルス幅、パルス間隔、１撮影あたりの撮影フレーム数、Ｘ線管電流の値、Ｘ線管電
圧の値、付加フィルター種等である。パルスレートは、１秒あたりの放射線照射回数であ
り、後述するフレームレートと一致している。パルス幅は、放射線照射１回当たりの放射
線照射時間である。パルス間隔は、連続撮影において、１回の放射線照射開始から次の放
射線照射開始までの時間であり、後述するフレーム間隔と一致している。
【００２５】
　放射線検出部１３は、ＦＰＤ等の半導体イメージセンサーにより構成される。ＦＰＤは
、例えば、ガラス基板等を有しており、基板上の所定位置に、放射線源１１から照射され
て少なくとも被写体Ｍを透過した放射線をその強度に応じて検出し、検出した放射線を電
気信号に変換して蓄積する複数の検出素子（画素）がマトリックス状に配列されている。
各画素は、例えばＴＦＴ（Thin Film Transistor）等のスイッチング部を備えて構成され
ている。ＦＰＤにはＸ線をシンチレーターを介して光電変換素子により電気信号に変換す
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る間接変換型、Ｘ線を直接的に電気信号に変換する直接変換型があるが、何れを用いても
よい。
　放射線検出部１３は、被写体Ｍを挟んで放射線源１１と対向するように設けられている
。
【００２６】
　読取制御装置１４は、撮影用コンソール２に接続されている。読取制御装置１４は、撮
影用コンソール２から入力された画像読取条件に基づいて放射線検出部１３の各画素のス
イッチング部を制御して、当該各画素に蓄積された電気信号の読み取りをスイッチングし
ていき、放射線検出部１３に蓄積された電気信号を読み取ることにより、画像データを取
得する。この画像データがフレーム画像である。そして、読取制御装置１４は、取得した
フレーム画像を撮影用コンソール２に出力する。画像読取条件は、例えば、フレームレー
ト、フレーム間隔、画素サイズ、画像サイズ（マトリックスサイズ）等である。フレーム
レートは、１秒あたりに取得するフレーム画像数であり、パルスレートと一致している。
フレーム間隔は、連続撮影において、１回のフレーム画像の取得動作開始から次のフレー
ム画像の取得動作開始までの時間であり、パルス間隔と一致している。
【００２７】
　ここで、放射線照射制御装置１２と読取制御装置１４は互いに接続され、互いに同期信
号をやりとりして放射線照射動作と画像の読み取りの動作を同調させるようになっている
。
【００２８】
〔撮影用コンソール２の構成〕
　撮影用コンソール２は、放射線撮影制御装置として、放射線照射条件や画像読取条件を
撮影装置１に出力して撮影装置１による放射線撮影及び放射線画像の読み取り動作を制御
するとともに、撮影装置１により撮影された動態画像の各フレーム画像の取り込みを制御
する。
　撮影用コンソール２は、図１に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２１
、記憶部２２、操作部２３、表示部２４、通信部２５を備えて構成され、各部はバス２６
により接続されている。
【００２９】
　ＣＰＵ２１は、操作部２３の操作に応じて、記憶部２２に記憶されているシステムプロ
グラムや各種処理プログラムを読み出して各種処理を実行することにより、後述する制御
部２１０、検出部２１１、変化判定部２１２（図２参照）として機能する。
【００３０】
　記憶部２２は、不揮発性の半導体メモリーやハードディスク等により構成される。記憶
部２２は、ＣＰＵ２１により実行される各種プログラムやプログラムにより処理の実行に
必要なパラメーター、或いは処理結果等のデータを記憶する。また、記憶部２２は、胸部
を動態撮影する際の放射線照射条件及び画像読取条件を記憶している。各種プログラムは
、読取可能なプログラムコードの形態で格納され、ＣＰＵ２１は、当該プログラムコード
に従った動作を逐次実行する。
【００３１】
　操作部２３は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された指示信号をＣＰＵ２１に出力する。また、操作部２３は、
表示部２４の表示画面にタッチパネルを備えても良く、この場合、タッチパネルを介して
入力された指示信号をＣＰＵ２１に出力する。また、操作部２３は、曝射指示信号（曝射
開始指示信号）を入力するための曝射スイッチを備え、曝射スイッチの操作信号をＣＰＵ
２１に出力する。
【００３２】
　表示部２４は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等の
モニターにより構成され、ＣＰＵ２１から入力される表示信号の指示に従って、操作部２
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３からの入力指示やデータ等を表示する。
【００３３】
　通信部２５は、ＬＡＮアダプターやモデムやＴＡ（Terminal Adapter）等を備え、通信
ネットワークＮＴに接続された各装置との間のデータ送受信を制御する。
【００３４】
〔診断用コンソール３の構成〕
　診断用コンソール３は、撮影用コンソール２から送信された動態画像を解析し、その解
析結果や動態画像を表示して医師が読影診断するための画像処理装置である。
　診断用コンソール３は、図１に示すように、ＣＰＵ３１、記憶部３２、操作部３３、表
示部３４、通信部３５を備えて構成され、各部はバス３６により接続されている。
【００３５】
　ＣＰＵ３１は、操作部３３の操作に応じて、記憶部３２に記憶されているシステムプロ
グラムや、各種処理プログラムを読み出して画像解析処理を始めとする各種処理を実行す
ることにより、解析部３１０（図２参照）として機能する。
【００３６】
　記憶部３２は、不揮発性の半導体メモリーやハードディスク等により構成される。記憶
部３２は、ＣＰＵ３１で画像解析処理を実行するためのプログラムを始めとする各種プロ
グラムやプログラムにより処理の実行に必要なパラメーター、或いは処理結果等のデータ
を記憶する。これらの各種プログラムは、読取可能なプログラムコードの形態で格納され
、ＣＰＵ３１は、当該プログラムコードに従った動作を逐次実行する。
【００３７】
　操作部３３は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された指示信号をＣＰＵ３１に出力する。また、操作部３３は、
表示部３４の表示画面にタッチパネルを備えても良く、この場合、タッチパネルを介して
入力された指示信号をＣＰＵ３１に出力する。
【００３８】
　表示部３４は、ＬＣＤやＣＲＴ等のモニターにより構成され、ＣＰＵ３１から入力され
る表示信号の指示に従って、操作部３３からの入力指示やデータ等を表示する。
【００３９】
　通信部３５は、ＬＡＮアダプターやモデムやＴＡ等を備え、通信ネットワークＮＴに接
続された各装置との間のデータ送受信を制御する。
【００４０】
〔放射線撮影システム１００の動作〕
　次に、図２～図５を参照して、第１の実施形態における放射線撮影システム１００の一
連の動作について説明する。なお、以下の説明において、放射線照射条件の放射線照射制
御装置１２への送信、画像読取条件の読取制御装置１４への送信は完了しているものとす
る。また、被写体Ｍは放射線源１１と放射線検出部１３の間にポジショニングされている
ものとする。
【００４１】
　まず、撮影者により撮影用コンソール２の操作部２３の曝射スイッチが押下され、曝射
指示信号（曝射開始指示信号）が入力されると、制御部２１０は、曝射制御信号（ここで
は、曝射開始制御信号）を画像取得部１１０（具体的には、放射線照射制御装置１２）に
出力する。
【００４２】
　画像取得部１１０は、制御部２１０から曝射開始制御信号を受信すると、動態撮影を開
始し、フレーム画像を順次取得する。具体的には、放射線照射制御装置１２に設定された
パルス間隔で放射線源１１により被写体Ｍに放射線を照射し、放射線検出部１３によりフ
レーム画像を順次取得する。画像取得部１１０は、フレーム画像を取得する毎に、取得し
たフレーム画像の画像データを撮影用コンソール２に送信する。
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　制御部２１０は、画像取得部１１０からフレーム画像の画像データが送信される毎に、
送信された画像データにフレーム番号を対応付けて記憶部２２に記憶させるとともに、リ
アルタイムで、送信された画像データにフレーム番号を対応付けて検出部２１１に出力す
る。
【００４３】
　検出部２１１は、フレーム画像の画像データが入力される毎に、リアルタイムで、入力
された画像データに基づいて被写体Ｍの動態を検出し、その検出情報を生成してフレーム
番号に対応付けて変化判定部２１２に出力する。
【００４４】
　ここで、胸部の動態画像においては、呼吸運動に伴い、肺の形態が周期的に（正弦波的
に）変化する。呼吸運動の一周期（呼吸周期）には、１回の吸気モードと呼気モードが含
まれる。吸気モードとは、息を吸い込んでいくモードであり、それに連れて肺野の領域が
大きくなり横隔膜が押し下げられる。肺野の密度は低くなる。呼気モードとは、息を吐き
出すモードであり、それにつれて肺野の領域が小さくなり横隔膜が上がってくる。肺野の
密度は高くなる。
【００４５】
　動態画像では、呼吸運動による肺野領域のサイズの変化に伴い、吸気モードでは肺野の
面積が大きくなっていき、呼気モードでは肺野の面積が小さくなっていく。また、呼吸運
動による肺野の密度変化に伴い、吸気モードでは肺野の信号値（濃度値）が高くなってい
き、呼気モードでは肺野の信号値が低くなっていく。図３に、縦軸を画像取得部１１０に
より取得された動態画像における肺野面積（又は信号値）、横軸を経過時間ｔとしてプロ
ットしたグラフ（波形）を示す。
【００４６】
　そこで、検出部２１１は、例えば、入力されたフレーム画像の画像データからから肺野
面積を算出し、算出した肺野面積の値を被写体Ｍの動態の検出情報（検出値）として変化
判定部２１２に出力する。
【００４７】
　フレーム画像からの肺野領域の抽出は、例えば、フレーム画像の各画素の信号値のヒス
トグラムから判別分析によって閾値を求め、この閾値より高信号の領域を肺野領域候補と
して１次抽出する。次いで、１次抽出された肺野領域候補の境界付近でエッジ検出を行い
、境界付近の小ブロックでエッジが最大となる点を境界に沿って抽出すれば肺野領域の境
界を抽出することができる。肺野面積は、肺野領域内の画素数に基づいて算出することが
できる。又は、肺野領域の上端と下端までの長さを肺野領域の面積と見做してもよい。
　また、肺野面積の代わりに、肺野領域内のＲＯＩ（Region of Interest：関心領域）の
信号値の平均値を求めて検出情報としてもよい。
【００４８】
　変化判定部２１２は、検出部２１１から検出情報が入力される毎に、リアルタイムで、
入力された検出情報に基づいて被写体Ｍの動態の変化が予め定められた範囲内であるか否
かを判定する。具体的には、入力された検出情報の位相変化が予め定められた範囲内であ
るか否かを判定する。そして、その判定結果を示す判定結果情報を判定に用いた検出情報
を算出したときのフレーム画像のフレーム番号に対応付けて制御部２１０に出力する。
【００４９】
　ここで、上述のように、呼吸運動により肺野の形態は正弦波的な変化をする。これに伴
い、動態画像における肺野面積（又は信号値）は、図３に示すように正弦波的な変化をす
る。
　正弦波は、以下の［式１］により表される。
　ｙ（ｔ）＝Ａｓｉｎ（ωｔ＋α）・・・［式１］
　ここで、Ａは振幅、ωは角速度、αは初期位相、（ωｔ＋α）は位相である。位相は、
呼気と吸気による呼吸の周期運動における、１サイクル中の相対位置を示し、位相をθと
すると、位相θ＋２ｎπ（ｎは任意の整数）はθ（θと同位相）と定義する。乱れのない
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呼吸運動下では、ωは略一定であり、位相は時間ｔが１変化すると一定量（ω）だけ変化
する。
【００５０】
　ここで、例えば、患者が撮影中にむせた等により呼吸の乱れが発生した場合、呼吸が速
くなったり遅れたりする。このような呼吸の乱れは、患者の通常の呼吸運動による肺野の
変化を示しているものではなく、診断や解析には適さない。
　呼吸が乱れると、肺野の形態が変化する速度が変化する。即ち、呼吸の乱れが発生して
いない状態における所定時間内における位相変化とは異なる位相変化が発生する。動態画
像においても同様に、呼吸が乱れると、肺野の面積（又は信号値）が変化する速度が変化
する。即ち、呼吸の乱れが発生していない状態における位相変化とは異なる位相変化が発
生する。
【００５１】
　そこで、本実施形態において、変化判定部２１２は、検出部２１１の検出値の一定時間
毎の変化量（変化の速度）を算出し、算出した変化量に基づいて、被写体Ｍの動態の位相
変化が予め定められた範囲内であるか否かを判定する。
【００５２】
　図４に、変化判定部２１２における判定アルゴリズムを模式的に示す。図４において、
波形は、縦軸を検出値、横軸を経過時間ｔとしたときの検出信号波形（呼吸波形）のグラ
フを示す。グラフの横軸に対応付けて表示されている期待値の欄及び検出値の欄の「＋」
は、その時間における変化量（期待値の変化量、検出値の変化量）が予め定められた基準
量以上の増加であることを示し、「－」は、基準量以上の減少であることを示し、「＊」
は、基準量未満の増減であることを示す。図４の期待値の欄の符号は、期待する呼吸波形
（基準呼吸波形）における肺野面積（信号値）の期待値の変化量を一定時間毎（ここでは
フレーム間隔毎）に上記「＋」「－」「＊」の３種類で分類したものである。本実施形態
においては、初期値を「＊」とし、続いて「＋」又は「－」が４回連続したのち、「＊」
が後続するパターンを半周期分の期待される動態の参照シーケンスとしている。
【００５３】
　変化判定部２１２は、図４に示すように、一定時間毎（フレーム間隔毎）の検出値の変
化量（ここでは、入力された検出値と一つ前に入力された検出値との差分）が上記「＋」
「－」「＊」の３種類のいずれに該当するかを判定する。そして、期待値の変化量との符
号の一致が連続した場合、半周期毎に、有効（位相変化が予め定められた範囲内である）
と判定し、期待値の変化量との符号の不一致が発生した場合は、無効（位相変化が予め定
められた範囲内ではない）と判定し、判定結果情報を制御部２１０に出力する。ここで、
有効と判定される位相変化は、診断や解析に有効な範囲内の位相変化であり、無効と判定
される位相変化は、診断や解析に有効な範囲内ではない位相変化である。無効と判定した
場合、変化判定部２１２は、参照シーケンスをリセットし、リセット後最初の期間での検
出値が増加しているか減少しているかによって参照シーケンスを決定して、期待値の変化
量と検出値の変化量と比較することを繰り返す。
【００５４】
　制御部２１０は、変化判定部２１２から判定結果情報が入力されると、その判定結果に
応じてフレーム画像の取り込みを制御する。
　具体的に、制御部２１０は、図５に示すように、撮影中に変化判定部２１２により無効
と判定された場合に、記憶部２２に記憶されている、その判定されたときの動態の位相に
対応するフレーム画像までの一連のフレーム画像を破棄（削除）し、その後に変化判定部
２１２により有効と判定されたときの動態の位相に対応するフレーム画像から記憶する（
取り込む）ように記憶部２２を制御する。
　例えば、図５においては、撮影開始から時間ｔ１の直前までのフレーム画像が記憶部２
２から破棄され、時間ｔ１のフレーム画像から記憶部２２に記憶される。
【００５５】
　記憶部２２に所定位相幅（所定周期分）のフレーム画像が揃った時点で、制御部２１０
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は、画像取得部１１０に曝射終了制御信号を出力し、撮影を終了する。そして、操作部２
３から次工程（動態解析）への移行が指示されると、制御部２１０は、記憶部２２に記憶
されている一連のフレーム画像を読み出して通信部２５により解析部３１０（診断用コン
ソール３）に送信する。解析部３１０は、受信した動態画像のフレーム画像に基づいて動
態解析を行う。
【００５６】
　第１の実施形態によれば、１回の動態撮影によって診断や解析に有効なフレーム画像の
みからなる動態画像を取り込むことができるので、再撮影の手間を省くことができる。ま
た、撮影の途中に動態に乱れが生じても有効と判定されたときの位相に対応するフレーム
画像を生かすことができるので、患者の被曝線量の増加を抑制することが可能となる。
【００５７】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　第２の実施形態における放射線撮影システム１００の全体構成は、図１を用いて第１の
実施形態で説明したものと同様であるので説明を援用する。また、第２の実施形態におけ
る機能的構成は、図２に示すとおりであるが、第２の実施形態では、変化判定部２１２の
判定結果に応じて制御部２１０で実行される制御が第１の実施形態と異なる。以下、図２
、図６を参照して第２の実施形態における放射線撮影システム１００の一連の動作につい
て説明する。
【００５８】
　まず、撮影者により撮影用コンソール２の操作部２３の曝射スイッチが押下され、曝射
指示信号（ここでは、曝射開始指示信号）が入力されると、制御部２１０は、曝射制御信
号（ここでは、曝射開始制御信号）を画像取得部１１０（具体的には、放射線照射制御装
置１２）に出力する。
【００５９】
　画像取得部１１０は、制御部２１０から曝射開始制御信号を受信すると、動態撮影を開
始し、フレーム画像を取得する毎に、取得したフレーム画像の画像データを撮影用コンソ
ール２に送信する。
　制御部２１０は、画像取得部１１０からフレーム画像の画像データが送信される毎に、
送信された画像データにフレーム番号を対応付けて記憶部２２に記憶させるとともに、リ
アルタイムで、送信された画像データにフレーム番号を対応付けて検出部２１１に出力す
る。
【００６０】
　検出部２１１は、フレーム画像の画像データが入力される毎に、リアルタイムで、入力
された画像データに基づいて被写体Ｍの動態を検出し、その検出情報を生成してフレーム
番号に対応付けて変化判定部２１２に出力する。検出部２１１の例については、第１の実
施形態で説明したものと同様であるので説明を援用する。
【００６１】
　変化判定部２１２は、検出部２１１から検出情報が入力される毎に、リアルタイムで、
入力された検出情報に基づいて被写体Ｍの動態の変化が予め定められた範囲内であるか否
かを判定する。具体的には、入力された検出情報の位相変化が予め定められた範囲内であ
るか否かを判定する。そして、その判定結果を示す判定結果情報をフレーム番号に対応付
けて制御部２１０に出力する。変化判定部２１２の判定アルゴリズムの例については、第
１の実施形態で説明したものと同様であるので説明を援用する。
【００６２】
　制御部２１０は、変化判定部２１２から判定結果情報が入力されると、入力された判定
結果情報に応じてフレーム画像の取り込みを制御する。
　具体的に、制御部２１０は、図６に示すように、変化判定部２１２により無効と判定さ
れた場合に、無効と判断されたときの動態の位相に対応するフレーム画像を記憶部２２か
ら破棄（削除）する。そして、破棄したフレーム画像の後に画像取得部１１０により撮影
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（取得）されたフレーム画像であって、破棄されたフレーム画像に対応する位相と同位相
の有効と判断されたときのフレーム画像を、破棄されたフレーム画像の直前のフレーム画
像の後に自動的に連結する。有効と判断されても連結に該当しないフレーム画像（例えば
、図６のｔ２～ｔ３のフレーム画像）は破棄する。
　例えば、図６においては、ｔ１～ｔ３までのフレーム画像が破棄され、ｔ３以降のフレ
ーム画像がｔ１の直前のフレーム画像の後に自動的に連結される。
【００６３】
　記憶部２２に所定位相幅（所定周期分）のフレーム画像が揃った時点で、制御部２１０
は、画像取得部１１０に曝射終了制御信号を出力し、撮影を終了する。そして、操作部２
３から次工程（動態解析）への移行が指示されると、制御部２１０は、記憶部２２に記憶
されている一連のフレーム画像を読み出して通信部２５により解析部３１０（診断用コン
ソール３）に送信する。解析部３１０は、受信した動態画像のフレーム画像に基づいて動
態解析を行う。
【００６４】
　第２の実施形態によれば、１回の動態撮影によって診断や解析に有効なフレーム画像の
みからなる動態画像を取り込むことができるので、再撮影の手間を省くことができる。ま
た、撮影の中に動態に乱れがあっても有効と判定されたときの位相に対応するフレーム画
像を生かすことができるので、患者の被曝線量の増加を抑制することが可能となる。さら
に、無効と判定される前のフレーム画像も生かすことができるので、より一層患者の被曝
線量の増加を抑制することが可能となる。
【００６５】
＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　第１及び第２の実施形態では、撮影中にリアルタイムで無効な位相のフレーム画像を破
棄して有効な位相のフレーム画像のみを取り込む場合を例にとり説明したが、第３の実施
形態では、撮影終了後に、撮影者の操作に応じて有効な位相に対応するフレーム画像を取
り込む場合を例にとり説明する。また、第１及び第２の実施形態では、撮影終了は制御部
２１０により自動的に制御されることとしたが、本実施形態では、撮影者の曝射スイッチ
の開放操作に応じて曝射終了指示信号が制御部２１０に出力され、撮影が終了する場合を
例にとり説明する。
【００６６】
　第３の実施形態における放射線撮影システム１００の全体構成は、図１を用いて第１の
実施形態で説明したものと同様であるので説明を援用する。以下、図７～図９を参照して
第３の実施形態における放射線撮影システム１００の一連の動作について説明する。
【００６７】
　まず、撮影者により撮影用コンソール２の操作部２３の曝射スイッチが押下され、曝射
指示信号（ここでは、曝射開始指示信号）が入力されると、制御部２１０は、曝射制御信
号（ここでは、曝射開始制御信号）を画像取得部１１０（具体的には、放射線照射制御装
置１２）に出力する。
【００６８】
　画像取得部１１０は、制御部２１０から曝射開始制御信号を受信すると、動態撮影を開
始し、フレーム画像を取得する毎に、取得したフレーム画像の画像データを撮影用コンソ
ール２に送信する。
　制御部２１０は、画像取得部１１０からフレーム画像の画像データが送信される毎に、
送信された画像データにフレーム番号を対応付けて記憶部２２に記憶させるとともに、リ
アルタイムで、送信された画像データにフレーム番号を対応付けて検出部２１１に出力す
る。
【００６９】
　検出部２１１は、フレーム画像の画像データが入力される毎に、リアルタイムで、入力
された画像データに基づいて被写体Ｍの動態を検出し、その検出情報を生成してフレーム
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番号に対応付けて変化判定部２１２に出力する。検出部２１１の例については、第１の実
施形態で説明したものと同様であるので説明を援用する。
【００７０】
　変化判定部２１２は、検出部２１１から検出情報が入力される毎に、リアルタイムで、
入力された検出情報に基づいて被写体Ｍの動態の変化が予め定められた範囲内であるか否
かを判定する。具体的には、入力された検出情報の位相変化が予め定められた範囲内であ
るか否かを判定する。そして、その判定結果情報及び判定に用いた検出情報をフレーム番
号に対応付けて制御部２１０に出力する。変化判定部２１２の例については、第１の実施
形態で説明したものと同様であるので説明を援用する。
【００７１】
　制御部２１０は、変化判定部２１２から判定結果情報及び判定に用いた検出情報が入力
されると、入力された判定結果をフレーム番号に対応付けて記憶部２２に記憶させる。
【００７２】
　また、制御部２１０は、撮影中に、撮影者が撮影終了タイミングを把握できるように支
援するために、撮影により取得すべき動態の位相幅（リファレンス）及び画像取得部１１
０によってフレーム画像を取得済み（撮影済み）の動態の位相幅を同時に表示部２４に表
示させる。例えば、図８に示すように、表示部２４の表示画面上段に、取得すべき動態の
位相幅（例えば、最大吸気位から始まる呼吸３周期分等）の波形を表示するとともに、下
段に、変化判定部２１２から入力される検出情報に基づいて、画像取得部１１０によって
取得済みの動態の位相幅の波形を表示する。これにより、撮影者は、取得すべき位相幅に
対し、どの程度の有効な位相幅のフレーム画像を撮影済みであるかを容易に把握すること
ができる。即ち、撮影終了タイミングの把握が容易となる。
【００７３】
　なお、取得すべき動態の位相幅に対し、どの程度の有効な位相幅のフレーム画像を取得
済みであるかを更に直感的に撮影者が把握できるようにするために、上段の取得すべき動
態の位相幅の表示を、下段の取得済みの位相に応じて右側にシフトさせていくこととして
もよい。例えば、図８の例では、Ａの位置がＢの位置にくるようにシフトさせる。これに
より、あと約半周期で撮影が完了することを撮影者が直感的に把握することが可能となる
。
【００７４】
　または、制御部２１０は、取得すべき動態の全位相幅のフレーム画像が揃っていない場
合、撮影者に対して撮影継続を誘導する情報を表示部２４に表示させることとしてもよい
。
　例えば、制御部２１０は、撮影者に対して撮影継続を誘導する表示として、取得すべき
動態の全位相幅のフレーム画像に対する有効なフレーム画像（変化判定部２１２により有
効と判定されたときのフレーム画像）の取得状況を表示部２４に表示（出力）させる。具
体的には、制御部２１０は、表示部２４の表示画面上段に、取得すべき動態の位相幅の波
形を表示するとともに、下段に、変化判定部２１２から入力される検出情報及び判定結果
情報に基づいて、有効なフレーム画像を取得済みの位相幅の波形を表示する。或いは、制
御部２１０は、変化判定部２１２から入力される判定結果情報に基づいて、取得すべき動
態の位相幅に対する有効なフレーム画像を取得済みの位相幅の割合（％）を算出し、表示
部２４に表示する。或いは、有効なフレーム画像を取得済みの位相幅に基づいて、有効な
フレーム画像を取得済みの呼吸数を算出して表示してもよい。これにより、撮影者が途中
で撮影を止めてしまうことを防止することができる。また、撮影者が、取得すべき動態に
対し有効なフレーム画像がどれだけ取得済みであるのか、あとどれだけ撮影を継続すれば
よいかを容易に把握することが可能となる。なお、撮影用コンソール２に図示しない音声
出力部又は振動発生部を備える構成とし、取得すべき動態の位相幅（例えば、吸気から始
まる呼吸３周期分等）に対する、有効なフレーム画像を取得済みの位相幅の割合（％）に
応じた音又は振動を出力することとしてもよい。
【００７５】
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　また、制御部２１０は、取得すべき全位相幅のフレーム画像が揃った場合、その旨を示
す表示を表示部２４に表示させることとしてもよい。例えば、有効なフレーム画像を取得
済みの位相幅が１００％に達したことを表示したり、呼吸数が所定の呼吸数に達したこと
を表示したりする。これにより、撮影者は、撮影を完了する（曝射スイッチを開放する）
タイミングを把握することができる。なお、撮影用コンソール２に図示しない音声出力部
又は振動発生部を備える構成とし、取得すべき全位相幅のフレーム画像が揃ったことを示
す音又は振動（取得状況を示す音又は振動とは異なる）を出力することとしてもよい。
【００７６】
　操作部２３の曝射スイッチが開放され、曝射終了指示信号が入力されると、制御部２１
０は、画像取得部１１０（放射線照射制御装置１２）に曝射制御信号（曝射終了制御信号
）を送信し、動態撮影を終了する。
【００７７】
　動態撮影が終了すると、制御部２１０は、記憶部２２に記憶されている一連のフレーム
画像及び判定結果情報を読み出して、各フレーム画像に対応する判定結果情報に応じて画
像の取り込みを制御する。
　具体的に、制御部２１０は、変化判定部２１２により無効と判定された場合（無効の判
定結果情報が存在した場合）、無効と判定されたときの位相に対応するフレーム画像を記
憶部２２から破棄（削除）する。次いで、表示部２４に、撮影者による操作部２３の連結
指示操作に応じて破棄により離散的となったフレーム画像を連結するための連結指示画面
を表示する。そして、連結指示画面において操作部２３から入力された連結指示信号に基
づいて、破棄されたフレーム画像以外のフレーム画像（即ち、今回動態撮影された一連の
フレーム画像のうち破棄されずに残されたフレーム画像）を連結して動態画像として記憶
部２２に記憶する。
【００７８】
　例えば、制御部２１０は、記憶部２２に記憶されている動態の検出情報に基づいて、連
結指示画面を表示部２４に表示する。連結指示画面は、例えば、図９に示すように、撮影
時の動態を示す波形２４１及び連結指示ボタン２４２等が表示された画面である。波形２
４１において、破棄された位相幅は区別して表示される。そして、操作部２３により波形
上の２点が指定され連結指示ボタン２４２が押下されることにより連結指示信号が入力さ
れると、制御部２１０は、連結指示信号に応じて指定されたフレーム画像間を連結し、連
結したフレーム画像を動態画像として記憶部２２に記憶する（取り込む）。指定された位
相の間の位相のフレーム画像は破棄される。
　なお、第３の実施形態においては波形上の２点を指定して連結指示するとしたが、指定
する点の数を増やすことで断片化された複数のフレーム画像の連結指示をし、フレーム画
像の前後を入れ替えて結合するとしてもよい。
　また、無効と判定されたときの位相に対応するフレーム画像がない場合は、制御部２１
０は、記憶部２２に記憶されているフレーム画像をそのまま動態画像として取り込む。
【００７９】
　また、画像の取り込みが終了すると、制御部２１０は、判定結果情報に基づいて、取得
すべき全位相幅のフレーム画像が揃っているか否かを判断する。取得すべき全位相幅のフ
レーム画像が揃っていない場合、制御部２１０は、次工程への移行ができない旨を表示部
２４に表示させる。例えば、表示部２４に「必要な画像が揃っていません。撮影を続行し
てください」等のメッセージを表示させる。また、撮影用コンソール２に図示しない音声
出力部を備える構成とし、メッセージを音声により出力することとしてもよい。或いは、
所定のブザー音等を出力することしてもよい。これにより、必要な動態の全位相幅のフレ
ーム画像が揃っていない状態で次工程に進んでしまうことを防止することができる。
　一方、取得すべき全位相幅のフレーム画像が揃っている場合、制御部２１０は、操作部
２３から次工程（動態解析）への移行指示を待機し、移行指示が入力されると、記憶部２
２に記憶されている一連のフレーム画像を読み出して通信部２５により解析部３１０（診
断用コンソール３）に送信する。診断用コンソール３は、受信した動態画像のフレーム画
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像に基づいて動態解析を行う。
【００８０】
　第３の実施形態によれば、撮影者が手動でフレーム画像の連結操作を行うことができる
ので、連結する位相を確認しながら、最適な位相で連結することができる。また、また、
撮影の中に動態に乱れがあっても有効と判定されたときの位相に対応するフレーム画像を
生かすことができるので、患者の被曝線量の増加を抑制することが可能となる。
【００８１】
　なお、第３の実施形態においては、撮影中に、撮影者が撮影終了タイミングを把握でき
るように支援するために、取得すべき動態の位相幅（リファレンス）及び画像取得部１１
０によって取得済みのフレーム画像の位相幅を同時に表示部２４に表示させたり、有効な
フレーム画像の取得状況について表示したりした。そして、この表示を行うために、検出
部２１１及び変化判定部２１２は、撮影中にリアルタイムで動態の変化の検出や動態の周
期的変化が有効であるか否かの判定を行った。しかし、上記の表示は必須ではなく、上記
の表示を行わない場合は、検出部２１１は、撮影終了後に記憶部２２に記憶されたフレー
ム画像に基づいて動態の周期的変化の検出を行い、変化判定部２１２は、その検出情報に
基づいて動態の変化の有効又は無効を判定することとしてもよい。
【００８２】
　また、第３の実施形態においては、動態撮影終了後、変化判定部２１２により無効と判
定されて破棄されたフレーム画像の前後のフレーム画像の連結を操作部２３の操作に応じ
て行うこととしたが、第３の実施形態におけるこの連結については、制御部２１０により
自動で連結を行うこととしてもよい。即ち、第２の実施形態で説明したように、破棄した
フレーム画像の後に画像取得部１１０から取得されたフレーム画像であって、破棄された
フレーム画像に相当する位相と同位相の、有効と判定されたときのフレーム画像を破棄さ
れたフレーム画像の直前のフレーム画像の後に自動的に連結することとしてもよい。
【００８３】
　以上説明したように、放射線撮影システム１００によれば、撮影装置１による動態画像
の撮影中に、検出部２１１は、動態画像の撮影中の被写体Ｍの動態を検出してその検出情
報を生成し、変化判定部２１２は、検出部２１１で生成される検出情報に基づいて、撮影
中の動態の変化（例えば、動態の位相変化）が予め定められた範囲内であるか否かを判定
する。制御部２１０は、変化判定部２１２による判定結果に応じて撮影装置１により撮影
されたフレーム画像の取り込みを制御する。
　従って、動態の変化が予め定められた範囲内（有効）であるか否かに応じて撮影された
フレーム画像を取り込むか取り込まないかを制御することができるので、動態撮影中に被
写体の動態が乱れた場合であっても、動態が乱れていない時のフレーム画像は生かすこと
ができ、被写体の被曝線量増加を抑制することができる。
【００８４】
　例えば、制御部２１０は、変化判定部２１２により被写体Ｍの動態の変化が予め定めら
れた範囲内ではないと判定された場合に、その判定されたときの動態の位相に対応するフ
レーム画像までの一連のフレーム画像を破棄し、その後に変化判定部２１２により動態の
変化が予め定められた範囲内であると判定されたときの動態の位相に対応するフレーム画
像から取り込みを行う。
　従って、動態撮影中に被写体の動態が乱れた場合であっても、動態が乱れていない時の
フレーム画像は生かすことができるので、被写体の被曝線量増加を抑制することができる
。また、１回の動態撮影によって動態の変化が予め定められた範囲内の有効なフレーム画
像のみからなる動態画像を取り込むことができるので、再撮影の手間を省くことができる
。
【００８５】
　また、例えば、制御部２１０は、変化判定部２１２により被写体Ｍの動態の変化が予め
定められた範囲内ではないと判定された場合に、その判定されたときの動態の位相に対応
するフレーム画像を破棄し、破棄されたフレーム画像の後に撮影されたフレーム画像であ
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って、破棄されたフレーム画像に対応する位相と同位相の、動態の変化が予め定められた
範囲内であると判定されたときのフレーム画像を、破棄されたフレーム画像の直前のフレ
ーム画像に自動的に連結する。
　従って、動態撮影中に被写体の動態が乱れた場合であっても、動態が乱れていない時の
フレーム画像は生かすことができるので、被写体の被曝線量増加を抑制することができる
。また、１回の動態撮影によって動態の変化が予め定められた範囲内の有効なフレーム画
像のみからなる動態画像を取り込むことができるので、再撮影の手間を省くことができる
。さらに、動態が変化する前のフレーム画像も生かすことができるので、より一層患者の
被曝線量増加を抑制することができる。
【００８６】
　また、例えば、制御部２１０は、変化判定部２１２により動態の変化が予め定められた
範囲内ではないと判定された場合に、その判定されたときの動態の位相に対応するフレー
ム画像を破棄し、操作部２３から入力された連結指示情報に基づいて、破棄されたフレー
ム画像以外のフレーム画像を連結する。
　従って、撮影者が手動でフレーム画像の連結操作を行うことができるので、連結する位
相を確認しながら、最適な位相で連結することができる。また、動態撮影中に被写体の動
態が乱れた場合であっても、動態が乱れていない時のフレーム画像は生かすことができる
ので、被写体の被曝線量増加を抑制することができる。
【００８７】
　また、撮影により取得すべき動態の位相幅及び撮影済みの動態の位相幅を同時に表示部
２４に表示することで、撮影者は、取得すべき動態の位相幅に対し、どの程度の有効な位
相幅のフレーム画像を撮影済みであるかを容易に把握することが可能となる。
【００８８】
　また、撮影により取得すべき動態の全位相のフレーム画像が揃っていない場合に、撮影
者に対して撮影継続を誘導する情報を表示部２４等により表示（または、所定の音声、振
動等を出力）することで、撮影者が途中で撮影を止めてしまうことを防止することができ
る。
【００８９】
　また、撮影により取得すべき動態の全位相幅が揃っていない場合に、次工程への移行操
作が不可である旨を通知する情報を表示部２４等により表示（または、所定の音声、振動
等を出力）することで、必要な動態の全位相幅のフレーム画像が揃っていない状態で次工
程に進んでしまうことを防止することができる。
【００９０】
　また、撮影により取得すべき動態の全位相幅が揃った場合に、その旨を報知する情報を
表示部２４等により表示（または、所定の音声、振動等を出力）することで、撮影者が撮
影完了のタイミングを把握することが可能となる。
【００９１】
　なお、上記実施形態においては、検出部２１１は、フレーム画像の画像データに基づい
て被写体Ｍの動態を検出するものとして説明したが、これに限定されるものではない。例
えば、被写体Ｍが胸部である場合、呼吸モニタベルトまたは面圧センサ、加速度センサ、
測距用レーザー、電波を用いて被写体の胸部または腹部の動きを検出することとしてもよ
いし、気速計により呼吸の気流を検出することとしてもよい。さらに、温度センサまたは
遠赤外線センサにより鼻呼吸の温度変化を検出することとしてもよいし、放射線撮影と並
行して基準線を含む画像を被写体Ｍに投影して可視光カメラで撮影した画像を解析して胸
部または腹部の動きを検出するとしてもよい。その他、公知の呼吸計測方法を用いること
が可能である。
【００９２】
　また、上記実施形態においては、検出部２１１および変化判定部２１２の機能は撮影用
コンソール２のＣＰＵ２１において実行されるとしたが、読取制御装置１４が有するＣＰ
Ｕ（非図示）上で検出部２１１および変化判定部２１２の機能が実行されるとしてもよく
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、その場合はフレーム画像を取得する毎に、取得したフレーム画像の画像データを撮影コ
ンソール２に送信する必要はなく、画像データの送信に任意の遅延を持つ構成が可能とな
る。
【００９３】
　その他、放射線撮影システム１００を構成する各装置の細部構成及び細部動作に関して
も、本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００９４】
１００　放射線撮影システム
１　撮影装置
１１　放射線源
１２　放射線照射制御装置
１３　放射線検出部
１４　読取制御装置
２　撮影用コンソール
２１　ＣＰＵ
２２　記憶部
２３　操作部
２４　表示部
２５　通信部
２６　バス
３　診断用コンソール
３１　ＣＰＵ
３２　記憶部
３３　操作部
３４　表示部
３５　通信部
３６　バス
１１０　画像取得部
２１０　制御部
２１１　検出部
２１２　変化判定部
３１０　解析部
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